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月
中
に
も
介
護
保
険
法
改
正
案
が
国
会

へ
提
出
さ
れ
る
。抜
本
的
な
見
直
し
で

制
度
は
転
換
点
を
迎
え
、現
場
で
は
戸
惑
い
が

広
が
る
。国
会
の
論
議
で
不
安
や
矛
盾
を
で
き

る
だ
け
解
消
し
て
ほ
し
い
。

ま
す
ま
す
複
雑
に
な
る

制
度
体
系

　

最
大
の
改
変
は
、要
支
援
１
、同
２
の
軽
度
者

に
対
す
る
訪
問
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）と
通
所

介
護（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）だ
け
を
保
険
給
付
の
本

体
か
ら
外
し
、市
町
村
の
新
た
な「
地
域
支
援
事

業
」に
委
ね
る
こ
と
。同
事
業
は
、両
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
」、虚
弱
な
高
齢
者
の
把
握
や
予
防
活
動
な
ど

の「
一
般
介
護
予
防
事
業
」な
ど
で
構
成
さ
れ
る
。

　

要
支
援
者
は
市
町
村
に
申
請
し
て
訪
問
介
護

や
通
所
介
護
を
利
用
す
る
が
、他
の
サ
ー
ビ
ス（
訪

問
看
護
、訪
問
リ
ハ
ビ
リ
、福
祉
用
具
な
ど
）は

従
来
通
り
介
護
保
険
の
本
体
か
ら
給
付
さ
れ
る
。

　

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
仕
組
み
が
分
か
れ
る
う
え
、

虚
弱
な
高
齢
者（
一
般
介
護
予
防
事
業
の
対
象
者
）

の
う
ち「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」（
運
動
、健
康
、

栄
養
状
態
な
ど
の
質
問
に
回
答
）で
生
活
支
援

の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、訪
問
介
護
と
通
所
介

護
を
利
用
で
き
る
。両
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、

要
支
援
認
定
者
と
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
認
定
者
と

が
混
在
す
る
。

　

と
に
か
く
複
雑
で
あ
る
。利
用
者
た
ち
は
理

解
で
き
る
の
か
。サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
る
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
も
戸
惑
う
。

　

狙
い
は「
既
存
の
事
業
者
に
加
え
N
P
O
、企

業
、住
民
団
体
な
ど
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
」

（
厚
労
省
）だ
が
、報
酬
は
保
険
本
体
よ
り
通
常

は
抑
え
ら
れ
る
。そ
れ
で
各
市
町
村
は
訪
問
介

護
と
通
所
介
護
の
必
要
量
を
確
保
し
、一
定
の

質
を
保
て
る
の
か
。

　

骨
格
の
変
更
は
無
理
に
し
て
も
、2
0
1
5
年

度
施
行
か
ら
全
面
移
行
の
3
年
後
ま
で
に
市
町

村
格
差
の
抑
制
、複
雑
な
体
系
の
整
理
、分
か
り

や
す
い
用
語
と
説
明
、簡
便
な
利
用
手
順
な
ど
の

課
題
を
着
実
に
解
い
て
い
く
ほ
か
な
い（
図
）。

厚
生
年
金
だ
け
で
も

２
割
負
担

　

介
護
保
険
の
利
用
料
は
だ
れ
で
も
利
用
総
額

の
１
割
で
あ
る
。「
保
険
料
は
応
能
負
担
、利
用

料
は
応
益
負
担
」と
説
明
さ
れ
て
き
た
。

　

も
と
も
と
利
用
料（
窓
口
負
担
）は
①
サ
ー
ビ

ス
を
多
く
使
う
人
と
あ
ま
り
使
わ
な
い
人
と
の
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公
平
さ
を
保
つ
②
コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
も
ら

う
―
―
た
め
で
あ
っ
た
。そ
の
原
則
が
医
療
保

険
か
ら
財
源
確
保
策
へ
傾
斜
し
て
い
っ
た
。

　

改
正
案
で
は
介
護
保
険
も
合
計
所
得
金
額

1
6
0
万
円
超
は
２
割
負
担
に
さ
れ
る（
年
金

収
入
の
み
は
公
的
年
金
控
除
1
2
0
万
円
を
含

め
2
8
0
万
円
超
）。被
用
者
年
金
の
平
均
的
な

受
給
者
の
大
半
は
介
護
保
険
を
使
う
と
ほ
ぼ
該

当
の
線
引
き
に
な
る
。

　

医
療
保
険
の「
現
役
並
み
所
得
者
」（
単
身
で

年
間
原
則
3
8
3
万
円
超
は
３
割
負
担
）と
比

べ
て
疑
義
が
残
る
。高
血
圧
や
糖
尿
病
を
抱
え

な
が
ら
働
く
高
齢
者
は
少
な
く
な
い
が
、介
護

保
険
が
対
象
に
す
る
寝
た
き
り
や
認
知
症
で
は

働
け
な
い
。医
療
保
険
並
み
に
基
準
を

上
げ
れ
ば
対
象
者
が
ご
く
わ
ず
か
に

な
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

年
齢
に
関
係
な
く
支
払
い
能
力
に

応
じ
て
負
担
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い

財
政
状
況
に
あ
る
の
も
確
か
だ
が
、利

用
料
の
在
り
方
や
制
度
間
の
整
合
性

に
つ
い
て
改
め
て
論
議
を
し
て
ほ
し
い
。

預
貯
金
で
補
助
打
ち
切

り
の
難
し
さ

　

施
設
入
居
者
で
住
民
税
非
課
税
世

帯
に
は
食
費
・
居
住
費
が
補
助
さ
れ
る

（
補
足
給
付
）。今
回
の
改
正
で
資
産
も

勘
案
し
て
補
助
の
対
象
者
を
絞
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

単
身
で
預
貯
金
な
ど
1
0
0
0
万

円
超
、夫
婦
で
2
0
0
0
万
円
超
が
基

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経
て
、

目
白
大
学
生
涯
福
祉
研
究
科
・
客
員
教
授
。Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
福
祉
マ
ガ
ジ
ン
」

編
集
長（
毎
月
、最
終
水
曜
日
午
後
８
時
放
映
）や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

準
に
さ
れ
る
。不
動
産
は
売
却
し
な
け
れ
ば
支

払
い
原
資
に
は
な
ら
ず
、今
回
は
見
送
ら
れ
た
。

　

も
う
多
額
の
出
費
に
備
え
る
年
齢
で
は
な
く
、

妥
当
な
基
準
に
思
え
る
。た
だ
し「
自
己
申
告
」を

原
則
に
、金
融
機
関
に
対
す
る
照
会
や
罰
則（
補

足
給
付
の
返
還
・
加
算
金
）で
対
処
す
る
、と
い
う
。

当
然
な
が
ら
本
人
や
親
族
が
タ
ン
ス
預
金
に
切

り
換
え
た
り
、株
式
に
変
え
た
り
す
れ
ば
打
つ
手

は
な
い
。や
は
り
正
直
者
が
損
を
し
そ
う
だ
。自

己
申
告
の
補
強
策
は
な
い
の
か
、再
考
を
要
す
る
。

　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
補
助
の
判
定
条
件

に
さ
れ
る
が
、市
町
村
に
は
、こ
の
種
の
非
課
税

収
入
を
把
握
す
る
権
限
や
ノ
ウ
ハ
ウ
は
な
い
。

実
務
面
で
ど
う
す
る
か
。

　

ま
た
、施
設
入
居
時
、夫
婦
で
世
帯
を
分
離
す

れ
ば
、配
偶
者
に
一
定
の
所
得
が
あ
っ
て
も
補

助
を
受
け
ら
れ
る
。こ
れ
も
改
め
配
偶
者
が
課

税
さ
れ
て
い
れ
ば
補
助
の
対
象
外
に
さ
れ
る
が
、

同
居
の
息
子
や
娘
の
所
得
ま
で
は
問
わ
な
い
の

だ
ろ
う
。

　

数
多
く
の
論
点
や
難
問
が
国
会
へ
持
ち
越
さ

れ
た
。

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）への移行

要支援者

市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施

一般高齢者
介護予防・生活支援
サービス事業
対象者
※チェックリストで判断

厚労省資料を一部改変

介護予防給付

一般介護予防事業（その他体操教室等。全ての高齢者が対象。）

総合事業

訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準
※訪問介護・通所介護は総合事業
　によるサービスへ移行

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス（運動・口腔・栄養改善事業等を含む）
②栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時対応　等　
　※事業内容：市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
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＋


